
 

 

すっかり秋の気候になりました。日が沈むのも早くなり、冬もすぐそこに見えてきました。これから

本格的な感染症シーズンが始まりますので、学校でも感染対策を引き続き徹底してまいります。 
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今月の保健目標  感染症に気を付けよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆裏面に続きます☆ 

  令和６年１１月  １日（金）  

 

 

 

 

都立墨東特別支援学校長  田村  康二朗  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

保護者のみなさまへ 
 

✿後期身長測定について✿ 
１１月に小４～中３対象に後期身長測定を実施します。 

結果については、連絡帳とじこみの「成長の記録」を御覧ください。 

対象学年以外でも実施することができます。身長測定を希望する場合は、連絡帳等でお知らせください。 

 

✿学校感染症で欠席した場合の登校届について✿ 
学校感染症の診断を受けた場合は学校保健安全法により出席停止となります。 

医師より診断を受けましたら、休養、回復後の登校時に、 

保護者の方がＱＲコードより、登校届を入力してください。 

学校ホームページにもＱＲコードを掲載しています。 

 

 

【主な学校感染症と出席停止期間について】 
インフルエンザ 発症した後 5 日を経過し、かつ解熱後 2 日を経過するまで 

麻疹（はしか） 解熱後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し、かつ、全身

状態が良好になるまで 

風疹 発疹が消失するまで 

水痘（みずぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜炎（プール熱） 主要症状が消退した後２日を経過するまで 

新型コロナウイルス感染症 発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで 

溶連菌感染症 

手足口病 

伝染性紅斑 

ヘルパンギーナ 

マイコプラズマ感染症 

感染性胃腸炎など 

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるま

で 

※医療機関で診断を受けた場合には、学校までお気軽に御確認ください。 

【担当】東京都立墨東特別支援学校 副校長 吉田朋之／ 養護教諭        電話 03-3634-8431 


